


2016年度愛知大学法科大学院入試問題集

入試日程 C日程 出題科目名 憲法

出題趣旨

憲法には、人権を保障するために権力を縛るいろいろな統治機構の仕組みが規定されてい

る。 「国権の最高機関であって、 国の唯一の立法機関である」国会について、 国民主権を支

える代表機関の視点から、 明治憲法と比較しながら、 立法権に関する憲法原則を的確に理解

しているかをみるのが出題趣旨である。

国会の中心的な権能は立法権である。 明治憲法では、 帝国議会は天皇の立法権に協賛（明

治憲法5条） するにすぎなかった。 法律はすべて議会の協賛が必要で（明治憲法37条）、 国

家の歳出歳入も毎年予算として議会の協賛を経るものとされていた（明治憲法64条l項）。

法律や予算の制定権者は主権者であり統治権の総攪者である天皇であり、議会はそれらの制

定に参与する地位にとどまっていた。 他方、 日本国憲法41条は国会を 「国の唯一の立法機

関」と規定し、 立法権を国会が独占することとした。①国会中心立法の原則とは、 国会が立

法権を独占すること、 国会のみが立法権を行使しうることを意味する。国会による立法以外

の実質的意味の立法は、 憲法の特別の例外の定めがある場合(5 8 条2項の衆参両議院の議

院規則制定権および77条1項の最高裁判所規則制定権） を除いて許されない。 行政機関に

よる立法を「命令」というが、 日本国憲法は委任命令と執行命令にかぎって認めている(73

条6号）。 また、 ②国会単独立法の原則とは、 国会による立法は国会以外の機関の参与を必

要としないで国会の議決のみで成立することを意味する。国会の議決によって法律や予算は

確定的に成立し、 他の国家機関の関与を許さないという原則である(59 条1 項）。 憲法95

条は、 憲法自体が認める例外である。 天皇の国事行為の「公布」(7条1号） は、 すでに成

立した法律の内容を官報によって知らせるものであり、天皇が立法権そのものに関与するも

のではない。

明治憲法との比較を述べれば、①国会中心立法の原則の点では、 明治憲法は帝国議会の関

与しない、 しかし法律と同じ効力をもつ行政権（天皇） による立法（明治憲法8条l項で緊

急勅令、 同9条で独立命令） を広く認めていた。 天皇には、 このような帝国議会の協賛を経

ないものが許されていた。 また、 ②国会単独立法の原則の点では、 明治憲法は「裁可」とい

う権能を天皇に認めていた（明治憲法6条）。 天皇が国の元首で統治権の総攪者（立法・ 司

法・行政の三権を最終的に掌握する者） であったこと（明治憲法4条） の現われである。

以 上
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入試日程 C日程

2016 年度愛知大学法科大学院入試間題集出

題科目名 刑法 出題者 岩間 康夫

出題趣旨

各論では財産罪， そして総論の錯誤論， 共犯論の基本的理解を設例事案の処理に

具体化する能力を試し， 法科大学院1年次の刑法関係科目の単位を認定するにふさ

わしい実力を備えているかどうかをチェックしようとした。

甲と乙は恐喝罪にあたる行為を共謀したが， それに基づいて実行役の甲が実際に

行なったのは強盗致傷罪（「強盗の機会」も通説的理解によれば， 肯定できよう）だ

った。 そこで， 乙は共犯の（抽象的事実の） 錯誤に陥っていたことになり， その処

理を経て（恐喝罪と強盗［致傷〕罪の構成要件は実質的に重なり合っていると言っ

てよい）， 恐喝罪の故意が， よって同罪の成立が認められることになる。 そこで， 強

盗致傷罪の罪責まで負う甲との間には（またもや「構成要件の重なり合い」処理を

経た上で）， 恐喝罪の限度で（共謀） 共同正犯の責を負うことになる（部分的犯罪共

同説の場合。 行為共同説の場合は， 甲には強盗致傷罪の共同正犯が成立することに

なる）。

以 上

1/1 





2016 年度愛知大学法科大学院入試問題集

入試日程 C日程 出題科目名 民法

出題趣旨

本間は、 抵当権の効力が従物に及ぶか、 従物が抵当不動産から分離搬出されたあ

とも抵当権の効力が及び続けるか、 抵当権者は搬出された従物について自己へ引き

渡すことを求めることができるかを問うものである。 以下、 具体的に説明する。
本問では、 抵当権者たるAが石灯籠の占有者であるCに対して、 その引き渡しを

請求しているが、 このような請求が認められるためには、 石灯籠に抵当権の効力が

及んでいるにもかかわらず、 それが搬出された結果、 抵当権侵害が生じているとい

えなければならない。 そこで、 まず、 石灯籠に抵当権の効力が及んでいるかを検討

することになる。 石灯籠は不動産ではないので、 単体では抵当権の対象とはならな

いが、 民法370条が抵当権はその目的となる不動産に付加して一体となっている物

にも及ぶと規定していることから、 この「付加して一体となっている物（付加一体

物）」に石灯籠が含まれれば、 抵当権の効力が及ぶことになる。

石灯籠は土地の構成部分ではないが、 庭の経済的効用を高めるいわゆる「従物」

にあたるので、 従物が370条の付加一体物に含まれるかが問題となる。 考え方は大

きく二つあり、 一つは、 抵当権が目的物の経済的価値を支配する権利であることに

着目し、 付加一体物とは抵当目的物と経済的一体性を有する物を指すと解する見解

である(370条適用説）。 これによれば、 従物は抵当不動産の経済的価値を高めるも

のであるから、 経済的一体性を有するといえるので、 付加一体物に含まれることに
なる。 もう一つの見解は、 付加一体物とは物理的一体物を指すので、 石灯籠のよう

に取り外しが可能で独立して取引の対象となりうる従物は付加一体物に含まれない

が、従物は主物の処分に従うという87条2項に従って、抵当権の効力は従物にも及

ぶと解する見解である(87条 2項適用説）。 判例はこの問題についていずれの見解

を採っているのかはっきりしないが、 結論は同じであるので、 いずれの見解に立っ

て論じてもらってもかまわない。 なお、 石灯籠は抵当権設定後に設置されたもので
あるが、370 条適用説では、 設置時期を間わず、 経済的一体性が認められれば抵当

権の効力が及ぶと解されることになる。 これに対して87条2項適用説は、 「処分」

を抵当権設定と捉えると、 抵当権設定後に備え付けられた従物に抵当権の効力が及

ばないことになってしまうが、 近時は、 「処分」を抵当権設定から実行までと時間的

に広く捉えることで、 従物にも抵当権の効力が及ぶと解されるようになっている。

以上の通り、 従物たる石灯籠に抵当権の効力が及ぶとしても、 次に、 これが抵当

不動産上から搬出された場合、 なお抵当権者は抵当権の効力が従物に及んでいるこ

とを主張することができるかが間題となる。 この点も見解は分かれているが、 通説

的見解は、抵当不動産上から搬出されても、抵当権の効力は消滅することはないが、

従物に抵当権の効力が及んでいることを公示する手段が失われるため、 抵当権が設
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2016年度愛知大学法科大学院入試間題集

入試日程 C日程 出題科目名 民事訴訟法

出題趣旨

本間の出題意図は、処分権主義の意義及び根拠を正確に理解していることを確認するととも

に、処分権主義の適用場面である訴え提起においてどのように処分権主義が働いているかについ

て理解していることを問う問題である。 従って、本間では、まず処分権主義の意義及び根拠につ

いて述べ、訴え提起における具体的な発現場面を処分権主義の意義・根拠と関連づけながら論じ

る必要があります。

処分権主義とは、訴えの提起、審判範囲の確定、訴訟の終了において、当事者の意思を尊重す

る建前をいいます。 訴え提起の場面では、原告が訴状を裁判所に提出することで訴えが提起され

ますから、原告の意思を尊重することになります。 そして、処分権主義の根拠は、 私的自治の訴

訟法的反映とされています。 すなわち、民事訴訟は、 私的自治のもとでの 私人間の 私的紛争を対

象としていることから、訴訟上も 私的自治を尊重することが望ましいといえます。 また、条文上

の根拠としては民事訴訟法246条が挙げられます。

次に、処分権主義の訴え提起の場面での発現としては、不告不理の原則が挙げられます。 不告

不理の原則とは、民事訴訟においては、①当事者の訴え提起行為によってはじめて審理が開始さ

れ、 かつ、②いかなる権利・法律関係について、どのような裁判を求めるかは当事者の権限・責

任とされ、裁判所はこれを超えて裁判することは許されない(246条参照）ことをいいます。 た

だし、訴訟費用の負担(67条）や仮執行宣言については当事者の申立がなくても例外的に裁判

所は職権で行うことができます。

そして、 私的紛争の解決のためには和解契約（いわゆる示談）による解決、調停による解決、

訴訟による解決等様々な紛争解決手段があり、私的紛争の解決のためにいかなる手段を選択する

かは当事者の自由です。 そこで、訴訟を選択するか否かは当事者（原告）の意思に委ねられてお

り、処分権主義が発現する場面といえます。

次に、 訴訟を選択した場合には、訴えを提起することになりますが、訴えの提起は訴状を裁判

所に提出する必要があり、訴状には当事者及び法定代理人や詰求の趣旨及び原因を記載する必要

があります(133条2項）。 これは、原告及び被告を明確にすることで権利・法律関係の主体を

明らかにし、請求の趣旨及び原囚で原告が裁判所に審理・裁判を求める内容を明確にさせる趣旨

です。 これも処分権主義の発現場面といえる。

そして、請求の趣旨及び原因により審判の対象である訴訟物が特定されます。 ここで訴訟物を

どのように考えるかについては、旧訴訟物理論と新訴訟物理論の対立があります。 裁判 実務にお

いては旧訴訟物理論が採られていますが、学説上は新訴訟物理論も有力です。 これに関連して、

一部請求の可否も問題となります。 判例は、処分権主義を重視して、 原告が一部であることを明

示した場合には、訴訟物は一部に限定されるという立場を採っています。これに対して学説上は、

一部請求（正確には、一部請求後の残部請求）を認めない立場も主張されています。

以上の内容を過不足なく論述することを望んでいましたが、実際には処分権主義の定義すら正

確に書けていない答案もあり、残念でした。
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入試日程 C日程

出題趣旨

2016年度愛知大学法科大学院入試問題集

出題科目名 商法

本問は、 株主代表訴訟についての基本的な理解を問う問題である。

設問1

平成24年1月、 甲社取締役会は、 取締役Bに対する2 0 0 0万円の貸付（以

下「本件貸付」という） について承認決議をした。Bは特別利害関係を有する取締

役であるので、 議決に加わることができず(36 9条2項）、 Bを除外して決議し

たことは適法である。本件貸付は、 利益相反取引であるが、 事前に取締役会決議を

しているので直ちに違法であるとは言えない(3 5 6条1項2号、36 5条1項）。

しかし、 平成2 7年1月の返済期限を過ぎても、 Bから甲社に借入金の返済が

なされておらず、 甲社も何らの手段も講じていない。なお、 設間1では、 Bの履行

期が過ぎたばかりで返済不能になっているわけではなく、会社•取締役間の貸付に

よって会社に損害が発生しているわけではないという状態を想定している。

Xは、 平成2 0年の甲社設立以来の株主であるから、 会社に対し提訴請求をし

たうえで、株主代表訴訟によって取締役Bに貸金の返還請求をすることができるか

(8 4 7条1項）。 株主代表訴訟で追及できる取締役の責任の範囲が問題となる。

株主が追及しうる「責任」の範囲について、 限定債務説• 取引債務包含説・全債務

説が対立している。 限定債務説によれば、 代表訴訟の対象は、任務悌怠責任および

資本充実責任に限られ、 本間のBに対する代表訴訟の提起はできないこととなる。

それ以外の説によれば本問のような取引債務についても追及できることになろう。

取引債務についても株主代表訴訟の適用を認める説は、提訴悌怠可能性は会社法上

の責任と取引債務とで変わりがないこと、 8 4 7条1項が単に取締役の「責任」と

規定するだけで何らの制限がないこと等を理由として、会社法に規定された取締役

の責任のみならず、 取締役・会社間の取引により生じた取締役の取引債務について

も提起できるとする。 一方、 限定債務説からは、 広く代表訴訟を認めると、 会社の

経営上の判断の余地を制約しすぎる（たとえば、 取引上の債務の履行を猶予するこ

とが適当な場合にもそれができない） 等の指摘がなされている。本問のような場合

でも、会社がBに対して履行を猶予し、回収のためにそれが適当な場合であっても、

株主が直接請求してしまうことが考えられる。判例は取引債務包含説に立つものと

解されている（最判平成21年3月1 0日（民集63巻3号36 1頁））。

次に、 Bは平成26年6月に取締役を退任しているので、 退任取締役に対する

代表訴訟の提起の可否が間題となるが、 取締役在任中に生じた責任については、終

任後も代表訴訟を提起できると解されている。

設間2

甲社のBに対する貸付は、 既に述べたように利益相反取引 （直接取引） である




